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交通警察のあゆみ
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臨時増刊号

○　警察庁交通局発足から今日までの60年間の主な施策を分野ごと（交
通安全対策、交通秩序の確立、交通規制、高速道路における安全対策
等、運転者管理、ITS の推進と自動運転の実現に向けた取組）に集約

○　交通警察の軌跡がひと目で分かる、道路交通法改正の経緯（各改正
について施行日を記載）、交通警察年表を掲載

○　最新の交通指導取締り用車両・装備資機材を写真で紹介
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安全で快適な交通社会の実現のために展開された主な施策を集約。
半世紀以上にわたる交通警察の軌跡を次の時代の礎に！

　交通警察は、昭和40年代以降、道路交通法令の改正を伴う交通ルールの改善や運転免許制度の改革を行うとともに、交通安全施
設の整備や国民の交通安全意識の高揚を図ることなどにより、これらの問題に取り組んできました。
　また、近年、国内外において、自動運転に関する技術開発が進展しており、交通事故のない社会を実現するためには、交通安全
の確保に資する先端技術の普及活用を促進していくことなどの更なる交通事故対策を講じる必要があります。
　交通警察が取り組まなければならない問題はなお山積しておりますが、交通警察が過去の難局に対処し、これを切り開いてきた
道をたどることは、新たな視点と感覚を養い、これから更に複雑多様化するであろう交通警察事象に的確に対処していく上で、必
要不可欠なことです。
　今後の交通警察行政を展開する上で、本書が一助となることができれば幸いです。
　　　令和４年12月

道路交通研究会

詳しい内容は、こちらまで！
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ー「交通の方法に関する教則」「交通安全教育指針」
  　　　及び「道路交通法（令和４年施行）」の改正に対応ー

☆関東管区警察学校入校生による交通安全講話のモデルケー
スを多数収録！

☆掲載している講話事例すべてに、より伝わる講話とするための
ポイントを解説した「那須学校長の要点解説」を掲載！

170　　交通警察小史

1　ITSの推進

1 　UTMSの開発・整備によるITSの推進

⑴　ITSの概要
　ITS（Intelligent Transport Systems：高度道路交通システム）とは、最
先端の情報通信技術を用いて、人と道路と車両を一体のシステムとして構築
することにより、ナビゲーションシステムの高度化、交通管理の最適化等を
図り、安全性、輸送効率及び快適性の飛躍的向上を実現するとともに、渋滞
の軽減等の交通の円滑化を通じ、環境保全にも大きく寄与するものである。
　ITSの推進主体が相互に連携を図るようになったのは、内閣に高度情報通
信社会推進本部が設置された平成 6 年以降であり、 7 年には、「高度情報通
信社会推進に向けた基本方針」が策定され、産官学が連携してITSの構築を
目指していくことが確認された。その後、12年11月には、高度情報通信ネッ
トワーク社会形成基本法が成立し、「公共分野における情報通信技術の活用」
という形でITSの推進が盛り込まれた。13年 1 月の同法施行により内閣に設
置された高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部（IT戦略本部）は、
同月、「我が国が 5 年以内に世界最先端のIT国家となる」ことを目標とした
IT国家戦略として「e-Japan戦略」を決定し、以後、同戦略等に基づき、IT
による社会の改革を進めてきた。
　そして、同本部により策定された「IT新改革戦略」（18年 1 月）において
は安全運転支援システムの実用化を推進することなどの交通事故抑止対策が
盛り込まれた。また、「新たな情報通信技術戦略」（22年 5 月）においては

「交通事故等の削減のため、情報通信技術を活用した安全運転支援システム
の導入・整備の推進」に加えて「ITSによる人やモノの移動のグリーン化」
が重点施策とされ、さらに「ITSに関するロードマップ」（23年 8 月）が決

ITSの推進と自動運転
の実現に向けた取組
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2 　自動運転システムの実用化に向けた研究開発

⑴　SIPの創設
　平成25年 6 月に閣議決定された「科学技術イノベーション総合戦略」や

「日本再興戦略」において、総合科学技術・イノベーション会議の司令塔機
能の強化及び省庁横断型のプログラムの創設が必要とされた。それらに基づ
き、総合科学技術・イノベーション会議が司令塔機能を発揮し、府省の枠を
超え、基礎研究から実用化・事業化までをも見据えた研究開発を推進し、イ
ノベーションの実現を目指すものとして、26年 5 月に、戦略的イノベーショ
ン 創 造 プ ロ グ ラ ム（Cross-ministerial Strategic Innovation Promotion 
Program。以下「SIP」という。）が創設された。
　SIP第 1 期（26年度～30年度）においては「自動走行システム」が、SIP
第 2 期（30年度～令和 4 年度）においては「自動運転（システムとサービス
の拡張）」が課題の一つとされており、関連省庁が内閣府計上予算の「科学
技術イノベーション創造推進費」を活用して、関連施策が実施された。

図 1 　運転自動化に係るレベルの概要（国土交通省資料を一部加工）
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意し、その旨を公安委員会が公示したも
のをする場合を加えることとした。
ウ　車輪止め装置の取付けの措置による
違法駐車行為の防止に係る規定の削除

　　（令和 2 年12月 1 日から施行）

　車輪止め装置の取付けの措置による違
法駐車行為の防止に係る規定を削除する
こととした。
エ　初心運転者標識に係る規定の見直し
に関する規定の整備

　　（令和 2 年12月 1 日から施行）

①　準中型自動車免許を受けた者で当
該準中型自動車免許を受けていた期
間が通算して 1 年に達しないものは、
普通自動車の前面及び後面に初心運
転者標識を付けないで普通自動車を
運転してはならないこととした。

②　自動車を運転する場合において、
初心運転者標識等の表示義務がある
者が当該標識等を付けた準中型自動
車を運転しているときは、危険防止
のためやむを得ない場合を除き、進
行している当該準中型自動車の側方
に幅寄せをするなどしてはならない
こととした。

オ　運転免許試験の一部免除に関する規
定の整備

　　（令和 4 年 5 月13日から施行）

　運転免許が失効した後 6 月以内の者等
が運転免許の再取得に係る運転免許試験
の一部免除を受けようとする場合におい
て、更新時講習又は高齢者講習と同等の
効果がある講習等を受けた者を、更新時
講習又は高齢者講習を受けた者と同様に
取り扱うものとした。
カ　診断書提出命令に関する規定の整備
　　（令和 4 年 5 月13日から施行）

　公安委員会は、運転免許試験に合格し
た者又は運転免許を受けた者が一定の病

気等に該当する疑いがあるときは、一定
の要件を満たす医師の診断書を提出すべ
き旨を命ずることができることとした。

67　令和 2 年 6 月12日法律第52号の
一部改正（令和 3 年 4 月 1 日から施行）

　地域共生社会の実現のための社会福祉
法等の一部を改正する法律の附則により、
関連する規定の整備が行われた。

68　令和 4 年 4 月27日法律第32号の
一部改正

⑴　特定自動運行に係る許可制度の創設
に関する規定の整備

　　（令和 5 年 4 月 1 日から施行）

ア　特定自動運行の定義等に関する規定
の整備

　道路において、自動運行装置（当該自
動運行装置を備えている自動車が整備不
良車両に該当することとなったとき又は
当該自動運行装置の使用が当該自動運行
装置に係る使用条件を満たさないことと
なったときに、直ちに自動的に安全な方
法で当該自動車を停止させることができ
るものに限る。）を当該自動運行装置に
係る使用条件で使用して当該自動運行装
置を備えている自動車を運行すること

（当該自動車の運行中の道路、交通及び
当該自動車の状況に応じて当該自動車の
装置を操作する者がいる場合のものを除
く。）を「特定自動運行」と定義し、「運
転」の定義から除くこととするなど、特
定自動運行の定義等に関する規定を整備
した。
イ　特定自動運行の許可に関する規定の
整備
①　特定自動運行を行おうとする者は、

特定自動運行に関する計画（以下
「特定自動運行計画」という。）等を
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4　交通指導取締り用車両・装備資機材

⑴　白バイ

⑵　パトカー

⑶　装備資機材等
ア　速度違反取締用機器

　現在の白バイ（平成20年～）
　ホンダCB1300

　現在のパトカー（令和 3 年～）

①　固定式速度違反取締装置
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交通事故捜査から交通安全・規制分野まで
交通警察業務に携わる全ての方のための

交通警察専門誌

（2023年４月号からは、定価924円（本体840円＋税10％））

交通警察行政の変遷を機能的かつ詳細に解説！

月刊交通2023年特集テーマ一覧（予定）
１月 交通警察の回顧と展望
２月 新たな交通主体の交通方法等
３月 交通事故分析
４月 交通参加者の心理特性と交通安全
５月 運転免許証のデジタル化
６月 災害対策基本法施行令の改正
　　 について

 ７月 交通事故抑止に資する交通指導
　　  取締り
 ８月 交通事故情勢に応じた交通安全対策
 ９月 高齢運転者対策
10月 高速道路の交通安全対策について
11月 交通事故事件捜査
12月 Ｇ７広島サミット等に伴う交通対策
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の実現に向けた取組」

の記載を追加！

これまでの施策に
写真・図表を交えて記載

「道路交通法改正の経緯」の
各改正に施行日の表記を追加

最新の車両・
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